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『当たり前』になる 

インスペクションとどう向き合うか？ 
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理事 栃木 渡 



協会に寄せられる問い合わせ 
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・インスペクションって何？どうするの？ 

・色々な資格があるけど、何が違うの？ 

・資格を取って商売になるの？ 

・建築士じゃ無いとインスペクションは出
来ないのでは？ 



実際の不具合 
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実際の不具合 
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実際の不具合 
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実際の不具合 
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実際の不具合 
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私たちの理念と目的 
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私たちの理念は、日本の 

「人と住まいのより幸せな関係を追求し、 

その思想を世の中に広めること」です 

「ホームインスペクション（住宅診断）」とは、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇
所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務です。 

ホームインスペクター（住宅診断士）は住宅の「かかりつけのお医者さん」です。 

当協会は、生活者がホームインスペクションを利用し、より安全に、安心して、納得できる
住宅売買に臨めるように、ホームインスペクションの技術基準・ホームインスペクターの行
動基準等を定めています。 



色々な資格があるけど、何が違うの？ 
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既存住宅現況検査技術者 
住宅瑕疵担保責任保険協会（瑕疵保険引
受5社） 

建築士・施工管理技士 
長期優良住宅化リフォーム推進事業
の工事前検査など 

      国交省補助金事業 

既存住宅状況調査技術者 指定講習団体 建築士で講習受講者 
長期優良住宅化リフォーム推進事業
の工事前検査など 

国交省補助金事業 

宅建業法におけるあっせんを受けた
調査 

耐震診断・耐震改修技術者 日本建築防災協会 建築士で講習受講者 耐震診断一般・耐震基準適合証明 

瑕疵保険検査員 保険引受5社 既存住宅現況検査技術者 
瑕疵保険付保証明（耐震基準適合
証明） 

    既存住宅状況調査技術者 個人間売買瑕疵保険検査 

    保険引受社による規定   

フラット35適合証明 住宅金融支援機構（建築士事務所協会） 建築士で講習受講者 フラット35適合証明 

公認ホームインスペクター 日本ホームインスペクターズ協会 受験要件無し 制限無し 

主な住宅調査関連資格 

名称              付保団体               対象者              主な業務 



住宅瑕疵担保責任保険協会HPより 
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既存住宅現況検査技術者は資格自体が解消の方向 



国交省 HP より 
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 既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士（既存住宅状況調査技術者）は、国が
定めた「既存住宅状況調査方法基準」に従い、既存住宅の調査を行うこととなります。 

 

 ※既存住宅状況調査は、建築士法上の建築物の調査に該当するため、建築士法第23

条により、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、建築士事務所について都道
府県知事の登録を受けなければなりません。 



既存住宅状況調査の具体 
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既存住宅状況調査の具体 
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調査内容は 既存住宅状況調査も瑕疵保険検査も ほぼ同じ 

よって「既存住宅状況調査方法基準」は最低限度の基準 

（瑕疵保険加入促進のため） 



『当たり前』になるインスペクションとどう向き合うか？ 

14 

目視中心で行う建物全体の一次診断 

機器を使った二次診断 

サーモ・超音波など 

精密・専門診断 

シロアリ 

ガスクロ（シックハウス、土壌） 
アスベスト 

 瑕疵保険調査 

既存住宅状況調査 

JSHIの考えるホームインスペクション 

限られた部分の限られた調査 

建物全般 



既存住宅インスペクション・ガイドライン 平成２５年６月国土交通省 
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2.3 検査人 

○ 検査を行う者について 

・ 実際に現場で検査を行う者には、住宅の建築や劣化・不具合等に関する知識、検査の実

施方法や判定に関する知識と経験が求められる。この場合、住宅の建築に関する一定の
資格を有していることや実務経験を有していることは必要な能力を有しているかどうかの一
つの目安になると考えられる。 

 

○ 住宅の生産過程（施工）に関わる国家資格と実務経験を一定程度有していると 

考えられるものの組合せとしては次のものが挙げられる。 

 建築士 ………………… 住宅の設計、工事監理 

 建築施工管理技士 …… 住宅の工事管理 

 

○ 検査の具体的方法に関する知識や劣化事象等への該当性を確認する能力等の習 

得に資する実務経験と考えられるものの例としては次のものが挙げられる。 

（例） 
 既存住宅の住宅性能評価における現況検査 

 既存住宅売買瑕疵保険における現況検査 

 フラット３５（中古住宅）に係る適合証明業務 

 共同住宅に係る建築基準法に基づく定期点検・報告に係る業務 

 住宅のアフターサービス等としての定期的な点検 

 住宅リフォーム工事の施工（事前調査を伴うもの）  



建築士法第23条 
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第23条 

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者
は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関す
る事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築
物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理（木造建築
士又は木造建築士を使用する者（木造建築士のほかに、一級建築士又は
二級建築士を使用する者を除く。）にあつては、木造の建築物に関する業務
に限る。以下「設計等」という。）を業として行おうとするときは、一級建築士
事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士
事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 

建築士を商売にするなら事務所登録が必要 



建築士法第3条 
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第三条 左の各号に掲げる建築物（建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以
下この章中同様とする。）を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならな
い。 

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場（オーデイトリアムを有しないものを除く。）又は百貨店の用途
に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの 

二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの 

三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れヽ んヽ瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は
建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの 

四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物 

２ 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、
改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 

（一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理） 
第三条の二 前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、
一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 

一 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの 

二 延べ面積が百平方メートル（木造の建築物にあつては、三百平方メートル）を超え、又は階数が三以上の建築物 

２ 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 

３ 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建
築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積（木造の建築物に係るものを除く。）を別に定めることができる。 

（一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理） 
第三条の三 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを
新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはな
らない。 

２ 第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に
規定する延べ面積（木造の建築物に係るものを除く。）」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるも
のとする。 

一級・二級・木造 建築士の それぞれが設計できる規模 



『当たり前』になるインスペクションとどう向き合うか？ 
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機器を使った二次診断 

サーモ・超音波など 

精密・専門診断 

シロアリ 

ガスクロ（シックハウス、土壌） 
アスベスト 

 瑕疵保険調査 

既存住宅状況調査 

既存住宅状況調査（瑕疵保険調査）以外は 

基本的に 

ホームインスペクターが業務しても何ら問題無し 

限られた部分の限られた調査 

建物全般 



具体のチェック項目の例 
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・施工精度 

各部屋の床、壁、天井などの仕上がり状況、ゆがみの有無などを精密機械による客観的な数値をもって確認致します。 

 

・施工不良 

建具の取り付け状況、設備の取付け忘れ、ねじの閉め忘れ、ライフラインの動作確認を致します。 

 

・各種のアドバイス 

生活上で考えうる音の問題、臭いの問題、防犯に関することなどもアドバイスをさせていただきます。 

 

・ＬＤ 

枠の歪み/戸当りの固定/枠、扉、沓摺りの仕上がり/ビス類の取り付け/サッシの動作確認/ 

窓枠の仕上がり/サッシビスの取り付け/カーテンBOXの固定/クーラー、給気カバーの仕上がり/照明器具の取り付け/対面カウンターの水
平/スイッチ、コンセントの取り付け/ベランダの仕上がり/物入れの仕上がり等 

 

・収納 

枠の歪み/枠、扉、沓摺りの仕上がり/ビス類の取り付け/固定棚の仕上がり/ハンガーパイプの固定/可動棚の仕上がり/照明器具の取り付
け/扉の調整等 

 

・台所 

枠の歪み/戸当りの固定/枠、扉、沓摺りの仕上がり/ビス類の取り付け/流し台天板の仕上がり/流し台面材の仕上がり/吊戸棚の仕上がり/

ガスレンジ、オーブンの取り付け/レンジフード作動時のビビリ音/流し台のコーキングの仕上がり/タイル面の仕上がり/ウォーターハンマー
の確認/水栓ストレーナーのつまり確認/スイッチ、コンセントの取り付け等 

 

・その他 

バルコニー/メータボックス等々・・・ 

 



改正宅建業法上のインスペクション（既存住宅状況調査） 
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資格を取って商売になるの？ 
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売主依頼（あっせん）の既存住宅状況調査 都市部では大手仲介が寡占、地方都市・郡部では・・・ 

買主依頼（あっせん）の既存住宅状況調査 契約が成立しないと報酬が発生しない 

買主の内覧立会 不安に思っている買主は一定数存在 

瑕疵保険関連 保険会社との関係 

収益賃貸の売買 買主（リテラシーの高い）側の依頼・規模が大きい 

新築内覧同行 買主（リテラシーの高い）側の依頼 

トラブル案件（新築） 施工者側・発注者側 共に需要あり 

トラブル案件（中古） 法的な知識と経験が必要 

個別相談 

寒い・耐震・漏水 など 信頼を得れば改修相談も 

地域№1になるための戦略が必要 

広い間口と柔軟性 
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日本の住まいの安心・安全のために 


